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市からの連絡帳

 国　保 

■国民健康保険加入者向け温
泉センター割引利用券を配布
　対 国民健康保険に加入している方
□利用期間　平成２２年３月３１日まで
（年末年始の休館日は、直接施設に
ご確認ください）。
□利用施設
①檜原温泉センター「数馬の湯」
（札０４２－５９８－６７８９）
□営業時間　午前１０時～午後８時
（松・掌、抄は午後９時まで。受付
は１時間前まで）
□定休日　月曜日（抄の場合は翌日）
□割引料金（終日）　大人８００円→４００
円、子供４００円→２００円
※別途入湯税（１２歳以上１人につき
５０円）が必要。
②奥多摩温泉「もえぎの湯」
（札０４２８－８２－７７７０）
□営業時間　午前９時３０分～午後８
時（７月～９月は午後９時３０分まで。
１２月～２月は午後７時まで。受付は
１時間前まで）
□定休日　月曜日（抄の場合は翌日）
□割引料金（２時間）　大人７００円→
４００円、子供４００円→２００円
※別途入湯税（１２歳以上１人につき
５０円）が必要。
③秋川渓谷「瀬音の湯」
（札０４２－５９５－２６１４）
□営業時間　午前１０時～午後１０時
（受付は午後９時まで）
□定休日　不定休
（直接施設にご確認ください）。
□割引料金（３時間）　大人８００円→
６００円、子ども４００円→２００円
□割引利用券配布　健康年金課（田
無庁舎２階）、市民課（保谷庁舎１
階）、出張所
　問 東京都国民健康保険団体連合会
（札０３－６２３８－０１５０）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２１）

 福　祉 

■東京都福祉サービス第三者
評価をご存知ですか？
　市では、これから福祉サービスを
利用される方、すでに利用している
方が、自分に合ったサービスを選択
する際の目安となる情報提供を行う
ことと、サービス提供事業者のサー
ビス向上への取り組みを支援するこ
とを目的とし、福祉サービス第三者
評価の普及、啓発を進めています。
興福祉サービス第三者評価とは？
　事業者でも利用者でもない第三者
の評価機関が、客観的に福祉サービ
スの内容や質などを評価し、その結
果を公表します。
興市の施設も積極的に第三者評価を
受けています！
　平成２０年度は、市内の公立施設７
か所、民間施設３２か所が第三者評価
を受けました。その結果は、下記で
閲覧することができます。
「とうきょう福祉ナビゲーション」
　HP  http://www.fukunavi.or.jp
　市では、市報や市　HP で第三者評価
を普及、啓発するとともに、介護保
険連絡協議会などを通じ、事業者に
第三者評価受審を促進しています。
興受審費補助金を交付します！
　市では、市内に事業所があり、東
京都が定める福祉サービスを提供す
る事業者に対し、第三者評価を受審
する費用の一部を補助します。補助
金を活用し第三者評価を実施する場
合は、市の認定が必要になりますの
で、生活福祉課へご連絡ください。
興 認定ステッカーは評価を受けた
目印です！
　第三者評価を受審した事業者に
は、東京都福祉サービス評価推進機
構から認定ステッカーが交付されま
す。ステッカーは事業所の入口や自
動車など、わかりやすい場所に掲示
していますので、参考にしてくださ
い。
◆生活福祉課 　保 （札内線２３１１）

 高齢者支援 

■家族介護慰労金
　介護保険において、要介護４また
は５と認定され、過去１年間に介護
保険サービスを受けていない在宅の
高齢者を介護している家族の身体
的、精神的・経済的負担を軽減し、
在宅生活の継続・向上のために、家
族介護慰労金を支給します。
　対 次の表に揚げる要件を全て満たし
ている６５歳以上の高齢者を介護し、
過去１年以上、市民税非課税世帯に
属する介護者
　持 介護保険被保険者証・印鑑・金融
機関口座のわかるもの（郵便局を除
く）
□受付　高齢者支援課（両庁舎１階）

◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

 子育て・教育 

■ファミリー・サポート・センタ
ー　ファミリー会員登録説明会
　時 ・　場 ①１０月６日昇午前１０時～正午・
田無総合福祉センター
②１０月２４日松午前１０時～正午・保谷
保健福祉総合センター
　持 保護者の顔写真（縦３ ㎝×横２．５
㎝）１枚、印鑑、８０円切手１枚（会
員証郵送用）
　申 説明会前日の午後５時までにファ
ミリー・サポート・センター事務局
へ（札４３８－４１２１）
◆子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）

 防　災 

■防災市民組織補助金説明会・
講演会
　時 １０月１３日昇午後６時
　場 防災センター
　防災市民組織は、「自分たちのまち
は自分たちで守る」という考えのも
と、町内会や自治会などを単位とし
て自主的に設立している組織です。
　大地震などの災害発生時には、市
や防災関係機関による活動とあわせ
て、防災市民組織を中心に地域の皆
さんが助け合い、協力して初期消火
や避難救助活動などを行うことが重
要です。そのためには日ごろから災
害に対する訓練や備えをしておくこ
とが必要となります。
　市では防災市民組織の結成を促進
するために下記のとおり、講演会・
説明会を開催します。
講演会は、日ごろの防災対策に役立
てていただくため、西東京消防署員
の方に講演をいただく予定です。ま
た、説明会では防災市民組織への助
成などを説明しますので、結成をお
考えの方はぜひ参加してください。
　詳細は、お問い合わせを。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

■住宅用火災警報器の購入・取
付け費の助成
□助成期間　１０月１日昭～３０日晶
□助成対象　お住まいの方全員が７５
歳以上の世帯（単身世帯含む）の世

□基準：申請日の属する月の前月末日
①要介護４または５と認定
されている高齢者

過去１年
以上

②市民税非課税世帯に属す
る高齢者
③介護保険サービスを利用
していない高齢者（年間７
日間までのショートステイ
利用は除く）
④介護保険施設以外の病院
等に９０日以上の長期入院を
していない高齢者

過去１年間

□助成対象機器等と助成額
予定件数助成金額助成対象機器
１０上限１２万円住宅用太陽光発電システム（１kW当り４万円）

２８万円家庭用燃料電池（エネファーム）

２０４万円ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

２８２万円潜熱回収型給湯器（エコジョーズ）

２４万円ガス発電給湯器（エコウィル）

住宅用太陽光発電システム等設置助成金制度を新設！

住宅用省エネ・新エネ設備導入に助成金を支給
　市では、地球温暖化対策の一環
として、市民の皆さんが住宅用省
エネ・新エネ設備を新たに設置し
た場合、費用の一部を助成します。
　対 次の条件をすべて満たす方。
①市内に住所があること。
②市税などの滞納がないこと。
③自ら居住する住宅に、平成２１年
４月～１２月末までに新たに助成対
象設備を設置していること。
※設置費用の支払いまたはローン
契約が完了していること。
（平成２１年３月以前に設置したも
のは助成対象となりません）。

　申 往復はがきに、住所・氏名・電
話番号・助成対象機器名を記入し、
１１月２日捷～２５日昌（消印有効）
までに、〒２０２－００１１泉町３－１２
－３５エコプラザ西東京内環境保全
課へ郵送（抽選結果ははがきで通
知）。
興公開抽選
　予定件数を超えて申込みがあっ
た機器は、公開抽選を行います。
　時 ・　場 １２月２日昌午前１０時から・
エコプラザ西東京
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

　平成２２年４月から、中学校情緒障害等通級指導学級が開設されます。
入級を希望する方は、事前に相談・申し込みをしてください。
□開設校　田無第二中学校
　対 市立小学校に在籍する６年生および市立中学校に在籍する生徒で、
通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とす
る発達障害（知的障害を伴わない）のある方。
　申 １１月３０日捷までに教育相談センターへ電話または直接。
興入級までの流れ（これからの予定）
①申し込み（１１月３０日捷まで）
②保護者相談
③面接・行動観察・医師診察な

ど

④通級指導学級入級委員会判定（２月１５日捷）
⑤保護者面接・判定結果の報告
【通級指導学級とは？】
　市立中学校の通常の学級に在籍する生徒が、現在の中学校に籍を置
いたまま、週に１～２回（１～８単位時間）程度、通って指導を受け
る学級です。
　個別指導・小集団指導の方法により、特定の分野の学習が困難だっ
たり、対人関係や集団への適応に困難を示したりする生徒の状態に応
じて、必要な指導を行います。
◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７１）
◆教育相談センター 　保 （札４３８－４０７７）

中学校通級指導学級開設
～申し込みを受け付けます～


